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第90期定時株主総会招集ご通知に際しての 
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 

 

当行の新株予約権等に関する事項 
財 務 及 び 事 業 の 方 針 の 決 定 を 
支配する者の在り方に関する基本方針 
業務の適正を確保する 
ための体制および運用状況 
特定完全子会社に関する事項 
親会社等との間の取引に関する事項 
会計参与に関する事項 
そ の 他 
株主資本等変動計算書 
連結株主資本等変動計算書 
個 別 注 記 表 
連 結 注 記 表 

 

2018年４月１日から 
2019年３月31日まで 
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当行の新株予約権等に関する事項 
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 
 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 
(社外役員を除く) 

（1）新株予約権の割当日 
2012年７月31日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 8,490株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2012年８月１日～2042年７月31日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

３名 

（1）新株予約権の割当日 
2013年７月30日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 10,350株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2013年７月31日～2043年７月30日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

４名 

（1）新株予約権の割当日 
2014年７月31日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 9,090株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2014年８月１日～2044年７月31日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

４名 

（1）新株予約権の割当日 
2015年７月30日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 8,060株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2015年７月31日～2045年７月30日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

５名 
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 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を 

有する者の人数 

取締役 
(社外役員を除く) 

（1）新株予約権の割当日 
2016年７月27日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 14,600株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2016年７月28日～2046年７月27日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

７名 

（1）新株予約権の割当日 
2017年７月26日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 15,110株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2017年７月27日～2047年７月26日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

９名 

（1）新株予約権の割当日 
2018年７月27日 

（2）目的となる株式の種類及び数 
普通株式 20,280株 

（3）権利行使価格（１株当たり） 
１円 

（4）新株予約権の行使期間 
2018年７月28日～2048年７月27日 

（5）権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を
一括して行使することができる。 

10名 

 （注）1. 当初決議した株式数及び人数から権利行使済みの株式数及び人数を控除しておりま
す。 

2. 2017年10月１日付で行った株式併合により、｢目的となる株式の種類及び数」は
調整されております。 

 
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

該当ありません。 
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財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
該当ありません。 
 
業務の適正を確保するための体制および運用状況 
○業務の適正を確保するための体制 
 当行取締役会は、会社法及び会社法施行規則に基づき、｢業務の適正を確保するための
体制」について、2006年５月22日付で、以下に掲げる「内部統制システム整備に関する
基本方針」を決議し、その後必要に応じて都度改定をいたしております。 
 

（1）当行取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制 
 法令等の遵守に係る「法令遵守の基本方針｣・｢法令遵守の遵守基準｣・｢コンプライアン
ス・マニュアル」等を制定し、全役職員が法令・定款および内規を遵守した行動をとるた
めの行動規範を定め、法令・定款に違反する行為を未然に防止するよう努める。 
 また、コンプライアンスの確立・浸透・定着を目的に、頭取を委員長とする「コンプラ
イアンス委員会」を設置するとともに、経営管理部を担当部署としコンプライアンスに関
する指導、教育等の実務を担わせる。 
 さらに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態
度で断固として対決し、関係遮断及び被害の防止のための体制整備に努める。 

（2）当行取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
 取締役の職務執行に関する情報については、｢取締役会規程｣・｢常務会規程｣・｢経営会
議規定｣・｢文書管理要領」その他規定に基づき保存・管理する。 

（3）当行の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 
 ｢リスク管理方針｣・｢リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー毎の責任部署を定
めるとともに統合管理部署を経営管理部と定め、リスクを網羅的・総括的に管理する。 
 また、リスク管理状況については、経営管理部が定期的（四半期ごと）に取締役会に報
告する体制とし、取締役会は問題点の把握と改善に努める。 

（4）当行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 中期経営計画、営業方針その他全行的な目標を定め、各部門が実施すべき目標や施策を
明確にするとともに、｢職務および権限規程」に基づいた職務分担・権限・執行方法を定
め、また、取締役会等において定期的にその結果を把握し、改善を促すことにより目標達
成の確度を高め、業務の効率化を実現する。 

（5）当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 当行は健全且つ円滑なグループ経営の実現・維持を目的として「関連会社管理規程」を
制定する。 
 当行のグループ会社に対しては、契約に基づく当行監査部による監査および当行より派
遣するグループ会社の監査役による監査を実施するとともに、当行の監査役会による往査
を実施する。 
 また、｢関連会社代表者会｣、｢関連会社ヒアリング」等を通じて、各社の業績、要望・
課題、内部統制システムの整備状況その他について把握すると共に、緊密な連携を図る。 
 これらの取組みにより、｢グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への
報告に関する体制｣、｢グループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制｣、｢グ
ループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制｣、｢グ
ループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制」について、当行グループとしての適正性を確保する。 

（6）財務報告の適正性を確保するための体制 
 当行グループの財務報告の適正性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部
統制を整備し、適切に運用する。 

（7）当行監査役の職務を補助すべき使用人を置くこと及びその使用人の取締役からの独立性
並びに当該監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
 監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役室を設置し専任のスタッフを配置する。
当該専任スタッフは、監査役（会）の指示に基づき調査、情報収集を行いその結果を報告
する等の監査業務の補助を行う。 
 また、当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するため、その人事異動・人事評
価等については、事前に監査役会に意見を求め、これを尊重することとする。 
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（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制 
① 当行及びグループ会社の取締役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行監
査役に報告・通報をするための体制 
 当行取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重要な事項につい
て、監査役へ報告することとする。また、当行及びグループ会社の法令等違反行為や不
正行為等につき、当行を含め各グループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」に基
づき、当行グループの役職員から当行が設置する内部通報窓口（経営管理部、常勤監査
役、行外受付窓口）に対し報告または通報を行う体制とし、報告・通報を受けた内部通
報窓口は、当該事実を監査役に報告することとする。 
 さらに、監査役が、取締役会・常務会その他重要な会議に出席するなど、常に当行の
経営に係る重要な情報を把握できる体制とする。 
② 報告・通報した者が当該報告・通報をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制 
 当行及びグループ会社制定の「倫理ホットライン取扱規定」では、当該報告・通報し
たことを理由として報告・通報者に対し、解雇・懲戒処分・降格・減給等不利益な処遇
をしてはならないことを定め、報告・通報者の保護を図る体制とする。 
 

（9）当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
 当行は、監査役（会）が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家
に対して助言を求めたり、調査・鑑定等を委託した場合の所要の費用については、当行が
速やかに支払う。 

（10）その他当行監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 代表取締役及び内部監査部門は、監査役会とそれぞれ定期的に意見を交換する。また、
取締役及び使用人は監査役会から報告を求められた事項について報告する。 
 さらに、経営の重要な会議には監査役の出席を認め、｢動態的監査機能」を強化する。 
 

○業務の適正を確保するための体制の運用状況 
 当行は、上記の「内部統制システム整備に関する基本方針」に沿って体制を整備し、適
切に運用いたしております。 
 当事業年度における、｢業務の適正を確保するための体制」の運用状況のうち主なもの
は、次のとおりです。 
 
 取締役の職務執行の効率性確保体制については、取締役会は法令等に従い、経営に関す
る重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、頭取、会長及び常務取
締役により構成される「常務会」において、取締役会より委任を受けた銀行の常務に関す
る事項の審議・決定を行っております。加えて、独立社外役員である社外取締役及び社外
監査役は、取締役会、監査役会に出席し経営を監督するほか、｢独立社外役員会議」を開
催し、独立した立場から意見・助言を行うため、相互に情報交換等を行っております。 
 
 損失危険管理体制については、取締役会において「リスク管理方針｣、｢リスク管理規程」
を定め、リスク管理への認識を高めるため、全役職員に周知を図っております。また、取
締役会はリスクカテゴリー毎のリスク管理状況について、所管部署及び統合管理部署から
の報告に基づき、問題点の把握と改善策の議論等を行っております。さらに、定期的に経
営会議を開催し、リスク管理状況について、所管部署からの報告を受け、問題点を把握し
改善策を協議しています。 
 内部監査部門である監査部は、リスク管理方針の遵守状況、リスク管理態勢の整備状況、
リスク管理プロセスの運用状況等について、監査を行い、必要に応じて管理・運用につい
ての改善を要請し、加えて改善策への実施状況の監視を行っております。 
 
 法令等遵守体制については、取締役会は、コンプライアンス統括部署からの報告に基づ
き、｢コンプライアンス・プログラム」の進捗管理を行うことで、法令遵守に関する問題
点の把握と改善策を協議しています。さらに定期的に「コンプライアンス委員会」を開催
し、法令等遵守に関する協議・報告を行っているほか、問題事例が発生した場合には、問
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題事例の原因分析・再発防止策の協議を行っております。また、｢コンプライアンスニュ
ース」や「トラブルシューティング・ニュース」等により事例や注意事項等を発信してい
るほか、全役職員に「法令遵守の栞」を配布し読み合わせを実施するなど全行員の法令等
遵守に対する認識を高めるようにいたしております。 
 
 企業集団内部統制について、健全且つ円滑なグループ経営の堅持と統合的なグループ経
営の実現のため、｢関連会社管理規程」を制定いたしております。また、当行が中心とな
り「関連会社ヒアリング」を年２回実施し、事業方針、業績、収益向上策、リスク管理に
関する事項その他についてヒアリングを行い、各社の課題に対する認識を醸成し、課題解
決に向けた具体策の指導等を行っております。なお、当行監査部は、毎年グループ会社各
社に対して監査を実施し改善事項等について提起することで、牽制機能を働かせておりま
す。 
 
 反社会的勢力への対応について、取締役会にて定めた「反社会的勢力への対応に関する
基本方針」に沿って、｢反社会的勢力情報管理規定」のほか関連諸規定を整備しています。
具体的には、各種契約書・約款等に暴力団排除条項を設ける他、反社情報の照会システム
を構築する等、反社会的勢力との取引遮断に向けた取組みを行っております。また、取締
役会は反社会的勢力への対応状況について、所管部署からの報告等により状況把握を行っ
ております。 

 
特定完全子会社に関する事項 
該当ありません。 
 
親会社等との間の取引に関する事項 
該当ありません。 
 
会計参与に関する事項 
該当ありません。 
 
その他 
該当ありません。 
 

  



01_0212510091906.docx 
 5/23/2019 6:41:00 AM印刷 6/34 

― 6 ― 

第90期（2018年４月１日から 2019年３月31日まで ）株主資本等変動計算書 
 

（単位：百万円） 
 

 
株  主  資  本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 

資本準備金 資本剰余金合計 
当期首残高 16,062 11,374 11,374 
当期変動額    
剰余金の配当    
当期純利益    
自己株式の取得    
自己株式の処分    
別途積立金の積立    
土地再評価差額金の取崩    
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )    

当期変動額合計 ― ― ― 
当期末残高 16,062 11,374 11,374 
 

（単位：百万円） 
 

 

株  主  資  本 
利 益 剰 余 金 

自己株式 株主資本 合  計 利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金 
合   計 別途積立金 固 定 資 産 圧縮積立金 

繰 越 利 益 
剰 余 金 

当期首残高 14,926 42,800 254 14,718 72,699 △1,130 99,005 
当期変動額        
剰余金の配当    △1,171 △1,171  △1,171 
当期純利益    2,630 2,630  2,630 
自己株式の取得      △1 △1 
自己株式の処分    △10 △10 59 49 
別途積立金の積立  11,000  △11,000 ―  ― 
土地再評価差額金の取崩    1,021 1,021  1,021 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )        

当期変動額合計 ― 11,000 ― △8,529 2,470 57 2,528 
当期末残高 14,926 53,800 254 6,189 75,170 △1,073 101,534 
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（単位：百万円） 
 

 
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 そ の 他 
有 価 証 券 
評 価 差 額 金 

土地再評価 
差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 23,201 8,232 31,434 199 130,639 
当期変動額      
剰余金の配当     △1,171 
当期純利益     2,630 
自己株式の取得     △1 
自己株式の処分     49 
別途積立金の積立     ― 
土地再評価差額金の取崩     1,021 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △7,166 △1,021 △8,188 0 △8,187 

当期変動額合計 △7,166 △1,021 △8,188 0 △5,659 
当期末残高 16,034 7,211 23,246 199 124,979 
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第90期 （2018年４月１日から 2019年３月31日まで ） 連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 
 

 
株  主  資  本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

当期首残高 16,062 13,327 67,687 △1,130 95,945 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,171  △1,171 
親会社株主に帰属する 
当期純利益   2,636  2,636 

自己株式の取得    △1 △1 

自己株式の処分   △10 59 49 

土地再評価差額金の取崩   1,021  1,021 
株主資本以外の項目の 
当 期変動額 ( 純 額 )      

当期変動額合計 ― ― 2,476 57 2,534 

当期末残高 16,062 13,327 70,163 △1,073 98,479 
 

（単位：百万円） 
 

 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

土地再評価 
差 額 金 

退職給付に 
係 る 調 整 
累 計 額 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

当期首残高 23,201 8,232 △1,005 30,429 199 126,574 

当期変動額       

剰余金の配当      △1,171 
親会社株主に帰属する 
当期純利益      2,636 

自己株式の取得      △1 

自己株式の処分      49 

土地再評価差額金の取崩      1,021 
株主資本以外の項目の 
当 期変動額 ( 純 額 ) △7,167 △1,021 △426 △8,615 0 △8,614 

当期変動額合計 △7,167 △1,021 △426 △8,615 0 △6,080 

当期末残高 16,034 7,211 △1,431 21,814 199 120,493 
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【個別注記表】 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
重要な会計方針 
1．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 
 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場
間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という｡）の取引につ
いては、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」
に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取
引費用」に計上しております。 
 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の
時価により、先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したもの
とみなした額により行っております。 
 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有
価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額
を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当
額の増減額を加えております。 
2．有価証券の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定
額法)、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券に
ついては原則として決算日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は主として移動平均
法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては
移動平均法による原価法により行っております。 
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しており
ます。 

（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用され
ている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っておりま
す。 
4．固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 
 有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属
設備を除く｡）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物について
は定額法）を採用しております。 
 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
 建 物  ３年～60年 
 その他  ２年～20年 

（2）無形固定資産 
 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

5．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
   外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
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6．引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 
 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
 ｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実
務指針｣（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2012年７月４日）に
規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類
し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し
ております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上し
ております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しておりま
す。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定
部署が資産査定を実施しております。 

（2）賞与引当金 
 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見
込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務
の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益
処理方法は次のとおりであります。 
過 去 勤 務 費 用

 
：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）
による定額法により損益処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
(５年) による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事
業年度から損益処理 

（4）睡眠預金払戻損失引当金 
 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上
しております。 

7．ヘッジ会計の方法 
（1）金利リスク・ヘッジ 
 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業におけ
る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日）に規定する繰延ヘッジによっており
ます。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ
ジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の（残存）期間毎にグ
ルーピングのうえ特定し評価しております。 
 なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀
行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認
会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年７月29日）に規定する繰延ヘッジ
によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替
変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手
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段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション
相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
 また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前
にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨
ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価
ヘッジを適用しております。 

8．消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という｡）の会計処理は、税抜方式によって
おります。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上し
ております。 

 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
1．関係会社の株式及び出資金総額   8,276百万円 
2．貸出金のうち、破綻先債権額は2,109百万円、延滞債権額は26,357百万円であります。 
 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他
の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上し
なかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）
のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲
げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再
建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 
3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以
上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は8,665百万円であります。 
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決
めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。 
5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
37,132百万円であります。 
 なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
6．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、8,689百万円であります。 
7．担保に供している資産は次のとおりであります。 
 担保に供している資産 
有価証券 12,501百万円

 担保資産に対応する債務 
預金 2,180百万円
債券貸借取引受入担保金 7,713百万円
借用金 1,109百万円

 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用
として、有価証券77,549百万円及びその他の資産646百万円を差し入れております。 
 また、その他の資産には、保証金1,111百万円が含まれております。 
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8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申
し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで
資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
544,808百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無
条件で取消可能なもの）が539,602百万円あります。 
 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行
残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありま
せん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があ
るときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることがで
きる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証
券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基
づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。 
9．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。 
再評価を行った年月日 1998年３月31日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令

(1998年３月31日公布政令第119号) 第
２条第１号に定める地価公示法に基づい
て､（奥行価格補正、時点修正、近隣売
買事例による補正等）合理的な調整を行
って算出。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計
額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額   8,271百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 26,229百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 4,075百万円
12．｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による
社債に対する当行の保証債務の額は6,200百万円であります。 

13．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外
ファイナンス・リース契約により使用しております。 

14．関係会社に対する金銭債権総額 9,495百万円
15．関係会社に対する金銭債務総額 5,361百万円
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（損益計算書関係） 
1．関係会社との取引による収益 
  資金運用取引に係る収益総額 42百万円
  役務取引等に係る収益総額 3百万円
  その他業務・その他経常取引に係る収益総額 21百万円

2．関係会社との取引による費用 
  資金調達取引に係る費用総額 0百万円
  役務取引等に係る費用総額 410百万円
  その他業務・その他経常取引に係る費用総額 630百万円

3．当事業年度において、営業キャッシュ・フローの低下や市場価格の著しい低下により以
下の資産について回収可能価額まで減額し、当該減少額75百万円を減損損失として特別
損失に計上しております。 
地 域 主な用途 種類 減損損失 
佐賀県内 営業店舗３か所 土地・建物・動産 22百万円
 遊休資産１か所 土地・建物・動産 2百万円
福岡県内 営業店舗11か所 土地・建物 49百万円
 遊休資産１か所 土地・建物 0百万円
 合計   75百万円
 当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額につ
いては不動産鑑定評価基準等に準じて評価した額から処分費用見込額を控除して算定して
おります。 
 資産のグルーピング方法は、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携し
て営業を行っている営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っておりま
すが、銀行全体に関連する資産（本部使用資産、社宅、ATMコーナー等）は共用資産と
し、遊休資産については各々独立した単位として取り扱っております。 
4．関連当事者との取引は以下のとおりであります。 
子会社・子法人等及び関連法人等 

 

属 性 会社等の 
名  称 

議 決 権 の 
所有(被所有) 
割 合 ( ％ ) 

関  連 
当 事 者 
との関係 

取引の 
内 容 

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高 

(百万円) 

子会社 佐銀信用保証
株 式 会 社 

所有 
直接100.00 

ローン等 
に 係 る 
保証委託 

被保証債務 210,832 ― ― 

 
取引条件については、一般の取引先と同様に決定しております。 

 
（株主資本等変動計算書関係） 
 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
末 株 式 数 摘 要 

自己株式      
 普通株式 413 0 21 392 （注） 

 
（注）増加は単元未満株式の買取り、減少は新株予約権の行使によるものであります。 
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（有価証券関係） 
 貸借対照表の「国債」｢地方債」｢社債」｢株式」｢その他の証券」が含まれております。 
1．売買目的有価証券（2019年３月31日現在） 
 該当ありません。 
2．満期保有目的の債券（2019年３月31日現在） 

  

 種 類 
貸借対照表 
計 上 額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの 

社 債 5,758 5,819 61 
そ の 他 10,000 10,485 485 
小 計 15,758 16,304 546 

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの 

社 債 1,030 1,024 △5 
そ の 他 ― ― ― 
小 計 1,030 1,024 △5 

合   計 16,788 17,328 540 
 
3．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等（2019年３月31日現在） 

 
 貸借対照表計上額 

（百万円） 
子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 7,385 
関 連 法 人 等 株 式 ― 
投 資 事 業 組 合 出 資 金 890 

合  計 8,276 
 

（注）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等については、市場価格がなく、時
価を把握することが極めて困難と認められるものであります。 

 4．その他有価証券（2019年３月31日現在）  

 種 類 
貸借対照表 
計 上 額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの 

株  式 24,178 10,565 13,613 
債  券 324,543 315,235 9,307 
国 債 15,287 15,146 141 
地 方 債 194,247 188,118 6,129 
社 債 115,008 111,971 3,036 
そ の 他 55,155 53,663 1,492 
小 計 403,877 379,464 24,412 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの 

株  式 2,855 3,284 △428 
債  券 10,207 10,382 △174 
国 債 10,074 10,249 △174 
地 方 債 ― ― ― 
社 債 132 132 △0 
そ の 他 27,350 28,516 △1,165 
小 計 40,414 42,182 △1,768 

合   計 444,291 421,647 22,643 
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（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 
 

 貸借対照表計上額 
（百万円） 

株 式 1,455 
そ の 他 15 
合 計 1,471 

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  5．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018年４月１日 至 2019年３月

31日） 
 該当ありません。  6．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）  

 売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株 式 10,696 6,905 74 
債 券 19,718 16 13 
国 債 14,273 8 10 
地 方 債 5,445 8 3 
そ の 他 71,581 581 3,397 
合    計 101,996 7,503 3,486 

 7．保有目的を変更した有価証券 
 該当ありません。 
8．減損処理を行った有価証券 
 売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）の
うち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで
回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上
額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、｢減損処理」という｡）
しております。 
 当事業年度における減損処理額は、該当ありません。 
 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりであります。 
（1）期末日の時価が取得原価の50％以上下落した銘柄 
（2）期末日の時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのいずれ

かに該当する銘柄 
ア 時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合 
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合 
ウ 株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合 

 
（金銭の信託関係） 
1．運用目的の金銭の信託（2019年３月31日現在）  

 貸借対照表計上額 
（百万円） 

当事業年度の損益に 
含まれた評価差額 
（百万円） 

運用目的の金銭の信託 876 ― 
 2．満期保有目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 

該当ありません。 
3．その他の金銭の信託 (運用目的及び満期保有目的以外) (2019年３月31日現在) 
該当ありません。 
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（税効果会計関係） 
 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであり
ます。 

 金額（百万円） 
繰延税金資産  
退職給付引当金 3,504 
貸倒引当金 3,865 
有価証券償却 852 
減価償却費 681 
その他 959 
繰延税金資産小計 9,863 
評価性引当額 △3,475 
繰延税金資産合計 6,388 
繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △6,609 
退職給付信託設定益 △676 
その他 △128 
繰延税金負債合計 △7,413 
繰延税金負債の純額 △1,025 

  
（１株当たり情報） 
1．１株当たりの純資産額 7,452円41銭
2．１株当たりの当期純利益金額 157円16銭
3．潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額 156円37銭
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連結計算書類の作成方針 
 
1. 連結の範囲に関する事項 
（1）連結される子会社及び子法人等   ５社 

佐銀リース株式会社 
佐銀信用保証株式会社 
佐銀コンピュータサービス株式会社 
株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティング 
佐銀ビジネスサービス株式会社 

（2）非連結の子会社及び子法人等 
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第三号 
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号 

 非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益 (持分に見合う額)、
利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等から
みて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断
を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 
（2）持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 
（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第三号 
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第四号 

（4）持分法非適用の関連法人等 
さぎん６次産業化投資事業有限責任組合第１号 
佐賀観光活性化投資事業有限責任組合第１号 

 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益 (持分に見
合う額)、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、
持分法の対象から除いております。 

3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 
 ３月末日  ５社 
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【連結注記表】 
・記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
・子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条
の２に基づいております。 

 
会計方針に関する事項 
1．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 
 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場
間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、｢特定取引目的」という｡）の取引につ
いては、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引
負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及
び「特定取引費用」に計上しております。 
 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算
日の時価により、先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済
したものとみなした額により行っております。 
 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、
有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損
益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし
決済からの損益相当額の増減額を加えております。 
2．有価証券の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定額
法)、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法 (売
却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認
められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用され
ている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 
4．固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 
 当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物
附属設備を除く｡）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法）を採用しております。 
 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
 建 物   ３年～60年 
 その他   ２年～20年 

 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、法人税法の定める耐用年
数に基づき、主として定率法により償却しております。 

（2）無形固定資産 
 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に
基づいて償却しております。 

5．貸倒引当金の計上基準 
 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
 ｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」
(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2012年７月４日) に規定する正常先
債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間に
おける各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権
に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債
権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除した残額を計上しております。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が
資産査定を実施しております。 
 連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を
勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 
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6．投資損失引当金の計上基準 
 連結子会社の投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社
の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 
7．賞与引当金の計上基準 
 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込
額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 
8．役員退職慰労引当金の計上基準 
 連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払い
に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発
生していると認められる額を計上しております。 
9．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求
に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上して
おります。 

10．退職給付に係る会計処理の方法 
 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ
せる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算
上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 
過 去 勤 務 費 用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）に

よる定額法により損益処理 
数理計算上の差異 ：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連
結会計年度から損益処理 

 なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を
適用しております。 

11．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
 当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

12．収益及び費用の計上基準 
 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 
 リース料受取時（またはリース料を収受すべき時）に売上高と売上原価を計上する方法
によっております。 

13．重要なヘッジ会計の方法 
（1）金利リスク・ヘッジ 
 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業に
おける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日）に規定する繰延ヘッジによっており
ます。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ
ジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の（残存）期間毎にグ
ルーピングのうえ特定し評価しております。 
 なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、
｢銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公
認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年７月29日）に規定する繰延ヘッジ
によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替
変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手
段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション
相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
 また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッ
ジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベース
で取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジ
を適用しております。 
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 連結される子会社及び子法人等においては、上記(1)及び(2)について、ヘッジ会計を行
っておりません。 

14．消費税等の会計処理 
 当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下、｢消費税等」
という｡）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対
象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

 
注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
1．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 

890百万円 
2．貸出金及びその他資産のうち、破綻先債権額は2,475百万円、延滞債権額は26,381百
万円であります。 
 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他
の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上し
なかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、｢未収利息不計上貸出金」という｡）
のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲
げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再
建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 
 その他資産のうち、貸出金に準じるものとして、求償債権を上記の対象としており、そ
の債権額は366百万円であります。 
3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以
上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は8,665百万円であります。 
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決
めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。 
5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
37,522百万円であります。 
 なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
6．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、8,689百万円であります。 
7．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 
有価証券 12,501百万円
リース投資資産 1,943百万円
その他資産 47百万円
担保資産に対応する債務 
預金 2,180百万円
債券貸借取引受入担保金 7,713百万円
借用金 2,459百万円
その他負債 16百万円

 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用
として、有価証券77,549百万円及びその他資産646百万円を差し入れております。 
 また、その他資産には、保証金1,113百万円が含まれております。 
8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申
し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで
資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
541,658百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無
条件で取消可能なもの）が536,452百万円あります。 
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 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行
残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・
フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人
等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を
徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内（社内）手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
す。 
9．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事
業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再
評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価
差額金」として純資産の部に計上しております。 
再評価を行った年月日 1998年３月31日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令

(1998年３月31日公布政令第119号) 第
２条第１号に定める地価公示法に基づい
て、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買
事例による補正等) 合理的な調整を行っ
て算出。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の
合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額   8,271百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 26,865百万円
11．有形固定資産の圧縮記帳額 4,075百万円
12．｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による
社債に対する保証債務の額は6,200百万円であります。 

13．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移
転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 

 
（連結損益計算書関係） 
 当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの低下や市場価格の著しい低下により以
下の資産について回収可能価額まで減額し、当該減少額75百万円を減損損失として特別損失
に計上しております。 
地 域 主な用途 種 類 減損損失 
佐賀県内 営業店舗３か所 土地・建物・動産 22 百万円
 遊休資産１か所 土地・建物・動産 2 百万円
福岡県内 営業店舗11か所 土地・建物 49 百万円
 遊休資産１か所 土地・建物 0 百万円
 合計   75 百万円

 当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額について
は不動産鑑定評価基準等に準じて評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。 
 資産のグルーピング方法は、当行では管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連
携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っておりま
すが、銀行全体に関連する資産（本部使用資産、社宅、ATMコーナー等）は共用資産とし、
遊休資産については各々独立した単位として取り扱っております。また、連結される子会社及
び子法人等では各社をグルーピングの単位として取り扱っております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株）  
 当連結会計年度 

期首株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度 
末株式数 摘 要 

発行済株式      
 普通株式 17,135 ― ― 17,135  
自己株式      
 普通株式 413 0 21 392 (注) 

 
（注）増加は単元未満株式の買取り、減少は新株予約権の行使によるものであります。 

 
2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 

区分 新株予約権 の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 当連結会計
年度末残高 
(百万円) 

摘要 当連結会計 
年度期首 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計 
年度末 

当行 
ストック・
オプション
としての新
株予約権 

― 199  

合計 ― 199  
 
3．配当に関する事項 
（1）当連結会計年度中の配当金支払額 

 
（決議） 株式の 

種類 
配当金の 
総額 

１株当たり 
配当額 基準日 効力発生日 

2018年６月28日 
定時株主総会 普通株式 585百万円 35.00円 2018年 

３月31日 
2018年 
６月29日 

2018年11月８日 
取締役会 普通株式 586百万円 35.00円 2018年 

９月30日 
2018年 
12月５日 

合計  1,171百万円    
  
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の
末日後となるもの 

 
（決議） 株式の 

種類 
配当金の 
総額 

配当の 
原資 

１株当たり 
配当額 基準日 効力発生日 

2019年６月27日 
定時株主総会 普通株式 586百万円 利 益 剰余金 35.00円 

2019年 
３月31日 

2019年 
６月28日 
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（金融商品関係） 
1．金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 
 当行グループは、預金等で資金を調達し、貸出金や有価証券等で運用するという銀行
業務を主として営んでおります。預金、貸出金や有価証券等の金融資産・金融負債は、
金利リスク・価格変動リスク等を有しており、これらのリスクを適切にコントロールし
安定的な収益を計上するため、当行では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行い、
その一環として、デリバティブ取引を行っております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 
 当行グループが保有する金融資産は、主として国内の事業会社、地方公共団体及び個
人に対する貸出金であり、取引先の契約不履行による信用リスクに晒されております。
当行では融資の規範であるクレジットポリシーに業種毎の与信限度シェアを定めており、
特定業種への与信集中はありません。 
 有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び組合出資金であり、満期保有目的、純投
資目的及び事業推進目的で保有しているほか、一部は売買目的で保有しております。こ
れらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利リスク、価格変動リスクに晒されており
ます。 
 借入金及びコールマネーは、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくな
る場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりま
す。また、変動金利の借入を行っております。 
 デリバティブ取引にはALMの一環で行っている金利スワップ取引があります。当行で
は、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金に関わる金利の変
動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらのヘッジ開始時から有効性判
定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計
を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。 
 また、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である長期貸出金に金利ス
ワップの特例処理を行っております。一部ヘッジ会計の要件を満たしていない取引は、
為替及び金利の変動リスクに晒されております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
① 信用リスクの管理 
 当行グループは、当行の信用リスクに関する管理諸規程に従い、｢債務者信用格付
制度｣、｢自己査定｣などの個別のリスク管理に加え、統計的手法によって、今後１年
間の損失額を計量的に把握する「信用リスク計量化」に取り組んでいる他、与信限度
額の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、与信関連部署より定期的に経営陣に対し大口取引先への与信状
況やポートフォリオ全体のリスク量等の報告を行っております。 
② 市場リスクの管理 
(ⅰ)金利リスクの管理 
 当行グループは、ALMによって金利リスクを管理しております。｢市場リスク管
理規程」など市場リスク管理に関する諸規定において、リスク管理方法や手続等の
詳細を規定しており、リスク限度額をALM会議で協議の上、常務会で決定しており
ます。所管部はALM会議において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行
っております。日常的にはALM担当部において金融資産及び負債について、ギャッ
プ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、毎月ALM会議で報告してお
ります。なお、ALMにより金利リスクをヘッジするための金利スワップ等のデリバ
ティブ取引も行っております。 
(ⅱ)為替リスクの管理 
 当行グループは、為替の変動リスクに関して、当行全体の為替ポジションを把握
した上で管理を行い、必要に応じて通貨スワップ等を利用しております。 
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(ⅲ)価格変動リスクの管理 
 株式等の保有については、ALM会議の方針に基づき、ALM会議で協議の上、常
務会で決定したリスク限度額の枠内で行っております。このうち、純投資目的につ
いては、事前審査、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っ
ており、業務・資本提携を含む事業推進目的で保有しているものについては、取引
先の事業環境や財務状況などをモニタリングの上、リスク・リターン評価などを踏
まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しも検証し保有の可否を判断しておりま
す。 
(ⅳ)デリバティブ取引 
 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関
する部門をそれぞれ分離し内部牽制体制のもとで実施しております。 
(ⅴ)市場リスクに係る定量的情報 
(ア)トレーディング目的の金融商品 
 当行グループでは、トレーディング目的として保有している「特定取引資産」
のバリュー・アット・リスク（以下「VaR」という）の算定にあたっては、分散
共分散法（債券ディーリングの保有期間：１日、債券ディーリングを除く特定取
引資産の保有期間：10日間、信頼区間99%、観測期間１年）を採用しております。 
 2019年３月31日（当期の連結決算日）現在で当行グループのトレーディング
業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で０百万円です。 
(イ)トレーディング目的以外の金融商品 
 当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主
たる金融商品は、｢貸出金｣、｢有価証券のうちその他有価証券及び満期保有目的の
債券に分類される債券｣、｢預金｣、｢借用金｣、｢デリバティブ取引のうちの金利ス
ワップ取引、債券先物取引、債券店頭オプション取引等」です。これらの金融資
産及び金融負債に関するVaRの算定にあたっては、分散共分散法（円貨：保有期
間60日、信頼区間99％、観測期間５年／円貨のうち債券店頭オプション取引：
保有期間・満期までの日数、信頼区間99％、観測期間１年／外貨：保有期間20
日、信頼区間99％、観測期間１年）を採用しております。 
 また、価格変動リスクの影響を受ける株式等に関するVaRの算定にあたっては、
分散共分散法（政策投資：保有期間125日、信頼区間99％、観測期間５年／純投
資・投資信託・特定金銭信託：保有期間20日、信頼区間99％、観測期間１年）
を採用しております。 
 2019年３月31日（当期の連結決算日）現在で当行グループのトレーディング
業務以外の市場リスク量は、全体で9,312百万円です。なお、当行では内部管理
上、政策投資株式VaRについては、VaRから評価損益を差し引いた計数をリスク
量として使用しており、政策株式の評価益が政策投資株式VaRを上回っているた
め、政策投資株式のリスク量はゼロとなっております。 
 なお、計測されたVaRの値については、バックテストによる検証を定期的に実
施しております。バックテスティング（保有期間１日VaR及び保有期間VaR、信
頼区間99％）の結果、使用するリスク計測モデルは十分な精度により市場リスク
を捕捉しているものと考えておりますが、VaRは過去の相場変動をベースとして
統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しているため、通常で
は考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場
合があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 
 当行グループは、ALMを通して、適時にグループ全体の資金管理を行うほか、預金、
貸出金の満期ミスマッチ管理、流動性を考慮した有価証券及び短期金融市場での運用
などによって、流動性リスクを管理しております。 
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、｢2．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。 

 
2．金融商品の時価等に関する事項 
 2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次
表には含めておりません ((注２) 参照)。 

（単位：百万円）  
 連結貸借対照表 

計上額 時 価 差 額 

（1）現金預け金 227,074 227,074 ― 
（2）買入金銭債権（*１） 2,120 2,120 ― 
（3）有価証券    
  満期保有目的の債券 17,092 17,635 543 
  その他有価証券 444,294 444,294 ― 
（4）貸出金 1,721,385   
  貸倒引当金（*１） △13,327   
 1,708,057 1,746,356 38,298 
（5）リース債権及びリース投資資産 14,291   
  貸倒引当金（*１） △54   
 14,237 14,276 39 
資産計 2,412,876 2,451,758 38,881 
（1）預金 2,286,107 2,286,110 3 
（2）譲渡性預金 10,645 10,645 0 
（3）債券貸借取引受入担保金 7,713 7,713 ― 
（4）借用金 8,711 8,711 0 
負債計 2,313,177 2,313,181 4 
デリバティブ取引（*２）    
 ヘッジ会計が適用されていないもの （171） （171） ― 
 ヘッジ会計が適用されているもの ― （614） △614 
デリバティブ取引計 （171） （786） △614 

 （*１）貸出金及びリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個別
貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権に対する貸倒引当金及び有
価証券に対する投資損失引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照
表計上額から直接減額しております。 

（*２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しておりま
す。 
 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合
計で正味の債務となる項目については､（ ）で表示しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 
資 産 
（1）現金預け金 
 預け金については、満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 

（2）買入金銭債権 
 買入金銭債権については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（3）有価証券 
 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格、合理的に算定された価格又は取引金融機
関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっ
ております。債券の合理的に算定された価格については、元利金の合計額を信用リスク
相当分を調整した利率で割り引いて算定しております。 
 なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記については「(有価証券関係)」に記載し
ております。 

（4）貸出金 
 貸出金については、元利金の合計額を信用リスク相当分を調整した利率で割り引いて
時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャ
ッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高
を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から
貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 
 貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設
けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近
似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

（5）リース債権及びリース投資資産 
 リース債権及びリース投資資産については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャ
ッシュ・フローを新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定
しております。 

 
負 債 
（1）預金､（2）譲渡性預金 
 要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と
みなしております。また、定期預金の時価は、元利金の合計額を割り引いて現在価値を
算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
おります。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（3）債券貸借取引受入担保金 
 これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。 

（4）借用金 
 借用金については、元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引い
て現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
 
デリバティブ取引 
 デリバティブ取引は、金利関連取引 (金利先物、金利オプション、金利スワップ等)、
通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）であり、取引所の価格、
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は
次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれて
おりません。 

（単位：百万円）  
区  分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式 (*１) (*２) 1,462 
② 非上場外国株式 (*１) (*２) 7 
③ 組合出資金 (*３) 908 

合   計 2,378 
 （*１）非上場株式及び非上場外国株式については、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 
（*２）当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。 
（*３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困

難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはして
おりません。 

 
（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円）  
 １年以内 １年超 ３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 
10年以内 10年超 

預け金 227,074 ― ― ― ― ― 
買入金銭債権 2,120 ― ― ― ― ― 
有価証券       
 満期保有目的の債券 1,253 1,928 3,510 400 ― 10,000 
 その他有価証券のうち 
 満期があるもの 42,022 76,465 70,714 61,021 51,756 104,598 

貸出金（*） 591,124 290,602 213,278 124,351 120,897 323,079 
リース債権及びリース投資資産 4,222 6,392 3,263 413 ― ― 

合 計 867,817 375,389 290,766 186,186 172,653 437,677 
 （*）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定が

見込めない6,936百万円、期間の定めのないもの51,115百万円は含めておりません。 
 
（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円）  
 １年以内 １年超 ３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 
10年以内 10年超 

預金（*） 2,134,020 146,186 5,899 ― ― ― 
譲渡性預金 10,645 ― ― ― ― ― 
債券貸借取引受入担保金 7,713 ― ― ― ― ― 
借用金 4,532 3,087 1,091 ― ― ― 

合 計 2,156,912 149,273 6,991 ― ― ― 
 （*）預金のうち、要求払預金については、｢１年以内」に含めて開示しております。 
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（有価証券関係） 
1．売買目的有価証券（2019年３月31日現在） 
該当ありません。 

  2．満期保有目的の債券（2019年３月31日現在）  

 種 類 
連結貸借対 
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が連結貸借対照表計上
額を超えるもの 

国 債 304 307 2 
社 債 5,758 5,819 61 
そ の 他 10,000 10,485 485 
小 計 16,062 16,611 549 

時価が連結貸借対照表計上
額を超えないもの 

国 債 ― ― ― 
社 債 1,030 1,024 △5 
そ の 他 ― ― ― 
小 計 1,030 1,024 △5 

合   計 17,092 17,635 543 
 3．その他有価証券（2019年３月31日現在）  

 種 類 
連結貸借対 
照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

株  式 24,178 10,565 13,613 
債  券 324,543 315,235 9,307 
国 債 15,287 15,146 141 
地 方 債 194,247 188,118 6,129 
社 債 115,008 111,971 3,036 
そ の 他 55,155 53,663 1,492 
小 計 403,877 379,464 24,412 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

株  式 2,858 3,287 △429 
債  券 10,207 10,382 △174 
国 債 10,074 10,249 △174 
地 方 債 ― ― ― 
社 債 132 132 △0 
そ の 他 27,350 28,516 △1,165 
小 計 40,416 42,185 △1,768 

合   計 444,294 421,650 22,643 
 
4．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018年４月１日 至 2019年
３月31日） 
該当ありません。 
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5．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 
 

 売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株 式 10,696 6,905 74 
債 券 19,718 16 13 
国 債 14,273 8 10 
地 方 債 5,445 8 3 
そ の 他 71,581 581 3,397 
合    計 101,996 7,503 3,486 

 
6．保有目的を変更した有価証券 
該当ありません。 

7．減損処理を行った有価証券 
 売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）の
うち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで
回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表
計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下、｢減損処理」
という｡）しております。 
 当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。 
 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりであります。 
（1）期末日の時価が取得原価の50％以上下落した銘柄 
（2）期末日の時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのいずれ

かに該当する銘柄 
ア 時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合 
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合 
ウ 株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合 

 
（金銭の信託関係） 
1．運用目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 

 

 連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

当連結会計年度の損益に 
含まれた評価差額 
（百万円） 

運用目的の金銭の信託 876 ― 
 
2．満期保有目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 
 該当ありません。 
3．その他の金銭の信託 (運用目的及び満期保有目的以外) (2019年３月31日現在) 
 該当ありません。 
 

（１株当たり情報） 
1．１株当たりの純資産額 7,184円46銭
2．１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 157円50銭
3．潜在株式調整後１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 156円71銭
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（ストック・オプション等関係） 
1．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 
営業経費   49百万円 
 

2．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
（1）ストック・オプションの内容 

 
 2012年ストック・オプション 2013年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役８名 当行の取締役９名 
株式の種類別のストック・ 
オプションの付与数（注） 普通株式21,130株 普通株式23,710株 
付与日 2012年７月31日 2013年７月30日 
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない 
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない 
権利行使期間 2012年８月１日から 

2042年７月31日まで 
2013年７月31日から 
2043年７月30日まで 

 
 2014年ストック・オプション 2015年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役11名 当行の取締役11名 
株式の種類別のストック・ 
オプションの付与数（注） 普通株式24,110株 普通株式17,530株 
付与日 2014年７月31日 2015年７月30日 
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない 
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない 
権利行使期間 2014年８月１日から 

2044年７月31日まで 
2015年７月31日から 
2045年７月30日まで 

 
 2016年ストック・オプション 2017年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役11名 当行の取締役11名 
株式の種類別のストック・ 
オプションの付与数（注） 普通株式24,700株 普通株式18,950株 
付与日 2016年７月27日 2017年７月26日 
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 権利確定条件は定めていない 
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 対象勤務期間は定めていない 
権利行使期間 2016年７月28日から 

2046年７月27日まで 
2017年７月27日から 
2047年７月26日まで 

 
 
 2018年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 当行の取締役10名 
株式の種類別のストック・ 
オプションの付与数（注） 普通株式20,280株 
付与日 2018年７月27日 
権利確定条件 権利確定条件は定めていない 
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 
権利行使期間 2018年７月28日から 

2048年７月27日まで 
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
 当連結会計年度（2019年3月期）において存在したストック・オプションを対象と
し、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 
① ストック・オプションの数 

 

 
2012年 
ストック・ 
オプション 

2013年 
ストック・ 
オプション 

2014年 
ストック・ 
オプション 

2015年 
ストック・ 
オプション 

2016年 
ストック・ 
オプション 

2017年 
ストック・ 
オプション 

2018年 
ストック・ 
オプション 

権利確定前（株）        
 前連結会計年度末 ― ― ― ― ― ― ― 
 付与 ― ― ― ― ― ― 20,280 
 失効 ― ― ― ― ― ― ― 
 権利確定 ― ― ― ― ― ― 20,280 
 未確定残 ― ― ― ― ― ― ― 
権利確定後（株）        
 前連結会計年度末 10,780 14,910 12,810 10,880 19,130 18,950 ― 
 権利確定 ― ― ― ― ― ― 20,280 
 権利行使 2,290 4,560 3,720 2,820 4,530 3,840 ― 
 失効 ― ― ― ― ― ― ― 
 未行使残 8,490 10,350 9,090 8,060 14,600 15,110 20,280 

  
② 単価情報 

 

 
2012年 
ストック・ 
オプション 

2013年 
ストック・ 
オプション 

2014年 
ストック・ 
オプション 

2015年 
ストック・ 
オプション 

2016年 
ストック・ 
オプション 

2017年 
ストック・ 
オプション 

2018年 
ストック・ 
オプション 

権利行使価格 １円 １円 １円 １円 １円 １円 １円 
行使時平均株価 2,425円 2,425円 2,425円 2,425円 2,425円 2,425円 ― 
付与日における 
公正な評価単価 1,740円 1,900円 2,230円 2,810円 2,390円 2,500円 2,450円 

   
3．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
 当連結会計年度において付与された2018年ストック・オプションについての公正な評
価単価の見積方法は以下のとおりであります。 
（1）使用した評価技法        配当修正型ブラック・ショールズ式 
（2）主な基礎数値及び見積方法 

 
 2018年ストック・オプション 
株価変動性 (注１) 22.3％ 
予想残存期間 (注２) 1.8年 
予想配当 (注３) １株当たり 70円 
無リスク利子率 (注４) △0.12％ 

 （注）１．2016年10月３日の週から2018年７月23日の週までの株価の実績に基づき、
週次で算出しております。 
２．就任から退任までの平均的な期間、就任から発行日までの期間などから割り
出した発行日時点での取締役の予想在任期間の平均によって見積りしておりま
す。 
３．2018年３月期の配当実績。 
４．予想残存期間に対応する分離元本国債のスポットレート（日本証券業協会発
表）を線形補間。 

 
4．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 
 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映
させる方法を採用しております。 

  




